
富士山後世継承事業費補助金の募集について

今年度の補助金につきまして、補助金の交付を希望する場合は、下記のとおり提出し

てください。

記

１ 募集期間

令和８年４月 22 日（水）～令和８年５月８日（金）

２ 提出期限

令和８年５月８日（金）必着

３ 提出先

静岡県富士山世界遺産課 交流・継承班 墨岡 あて

（〒420-8601 静岡市葵区追手町９－６）

４ 交付決定日

令和８年５月下旬（予定）

５ 申請手続き

・別添「富士山後世継承事業費補助金交付要綱」及び「富士山後世継承事業費補助金

交付要領」を参照してください。

・補助事業終了後に消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告をお願いします。

消費税相当額の返還が必要でない事業者も返還額が０円の報告が必要です。詳細は、

「富士山後世継承事業費補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額（返還

額）報告マニュアル」を御確認ください。
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